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添付１ 別紙２ 機能要求②抜粋（〇〇設備）

１．概要
２．要求される機能、性能について

添付３ 申請対象設備抽出結果
（１）抽出リスト
色塗りEFDより抽出された機器、主配管を紐づけ

（１）要求される機能、性能
・各条文の基本設計方針の機能要求②を受けて、
技術基準適合を示すために必要な系統機能を示す

設計基準対象の施設（DB）
第〇条 ～～機能

重大事故等対処設備（SA）
第□条 ～～機能

添付２ 申請対象設備リスト（〇〇設備）
抽出された機器、主配管と
基本設計方針 機能要求②紐づけ

（３）主流路範囲の設定
・系統機能ごとに既認可系統図（DB）、変更許可申請書系統概要図（SA）、ポンチ絵を用

いて
以下の点を明確化

主流路の範囲（〇〇貯槽⇒××貯槽）
設備区分点（ヘッダー分岐部、貯槽管台等）
当該設備のDB/SA兼用範囲（主：〇〇設備、従：××設備）

・系統機能、流体ごとに主配管の名称を設定

（４）主流路としない範囲及びその考え方
・主流路としない理由を個別に説明が必要な機器、系統についてEFDを用い具体的に示す

３．要求される耐震クラスの考え方

（２）色塗りエビデンス
・各系統機能に応じた主流路の色塗り
対象機器、主流路範囲、設備区分点を示す

・DB/SA兼用範囲を示す
・主流路としない理由を示す
・耐震クラスを示す
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各条文で要求される
系統機能を変換

設計図書への
展開

変換

各条00別紙２の基本設計方針番号を紐づけ（２）〇〇設備に係る主流路の考え方
・各系統機能の概要説明
・各系統機能を達成するための〇〇設備の対象機器、主流路範囲の説明

DB、SAについて変更許可申請書の系統概要図、ポンチ絵の色塗りにより、
主流路範囲の概略を示す

事業変更許可申請書の系統概要図ベースでの範囲特定

既認可設工認 本文系統概要図ベースでの範囲特定

詳細化

詳細化

本文 添付

１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ａ．別紙1-2の全体構成（１）
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１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ａ．別紙1-2の全体構成（２）

資料構成 作業目的

１．概要 －

２．（１）要求される機能、性能について 当該設備に係る系統機能を抽出する。（系統機能及び基本設計方針番号の整理
表）

２．（２）○○設備に係る主流路の考え方 事業変更許可申請書の系統概要図、ポンチ絵を用いて、当該系統機能のおおよそ
の対象範囲及び機器を特定する。

２．（３）主流路範囲の設定 系統機能ごとに既認可系統図（DB）、変更許可申請書系統概要図（SA）、ポンチ
絵を用いて、２．（２）の範囲をさらに詳細化するため、当該系統機能の対象範
囲を色塗りにより設定し機器を特定する。

２．（４）主流路として設定しない範囲及びその考え方 主流路範囲を設定するにあたり、主流路としない範囲（主要機器として抽出しな
い範囲を含む）及びその理由を明確にする。

３．要求される耐震クラスの考え方 ２．（１）で整理した各機能、性能に対する耐震クラスを整理し、主流路上の機
器及び配管に適用される耐震クラスを明確にする。

４．抽出結果 最終的に２．及び３．で実施した経験を踏まえ、設計図書等に当該系統機能の対
象範囲及び機器を色塗りにより特定し、抽出する。

添付１：別紙２ 機能要求②抜粋（○○設備） 系統機能の抽出に用いた「系統機能及び基本設計方針番号の整理表」を添付する。

添付２：申請対象設備リスト（○○設備） 抽出した機器、配管をリストとしてまとめ、申請書に添付する「設工認申請対象
設備の技術基準への適法性に係る整理」に利用できる形にする。

添付３：申請対象設備抽出結果（○○設備） ２．及び３．の結果を基に抽出した設備、配管をそれぞれリスト化し、エビデン
スと紐づけを行った結果を示す。
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１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ｂ．「添付３（１）抽出リスト」と「添付３（２）色塗りEFD」との紐付け（１）
別紙1-2で整理した要求される機能、性能を踏まえて、系統図等を色塗りし主流路となる機器を抽出する。色塗りによって抽出した機器は「添付

３（１）抽出リスト（機器）」に記載し、紐付け番号（機-「課番号」-「連番」）を付番して色塗りした系統図等と紐付けする。

紐付け番号 施設区分 設備区分
機器名称
(許可)

機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用

(主従)
共用
(主従)

備考

機-02-1
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 溶解槽 溶解槽 容器
(溶解槽A)

(溶解槽B)

AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),S

主：溶解設備
従：代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系

廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

―

ユニット
 

(1/8)
ユニット

 
(1/7)

機-02-4
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 中間ポット 中間ポット 容器
(中間ポットA)

(中間ポットB)

AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),1.2Ss
主：溶解設備
従：代替換気設備
代替安全冷却水系

―

ユニット
 

(1/8)
ユニット

 
(1/7)

色塗りにより抽出
機器に対して、EF
機器との紐付け番

EFDの色塗りにより、抽出された機器の情報を記載

解設備
代替安全冷却水系
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１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ｂ．「添付３（１）抽出リスト」と「添付３（２）色塗りEFD」との紐付け（２）
別紙1-2で整理した要求される機能、性能及び流体等を踏まえて系統図等を色塗りし、主流路となる配管を抽出する。色塗りによって抽出し

た配管は「添付３（１）抽出リスト（配管）」に記載し、紐付け番号（配-「課番号」-「連番」）を付番して系統図等と紐付けする。

紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称(許可) 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用
(主従)

共用
(主従)

備考

配-02-1
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 溶解設備 主配管（溶液保持系） 主配管 ― AA 一式 ②-3 既設 安重 ― S,1.2Ss/- ― ― 流体：溶解液

配-02-5
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 溶解設備
主配管（崩壊熱除去系：再処理設
備本体用、内部ループ通水系、冷

却コイル等通水系）
主配管 ― AA 一式 ②-3 改造 安重 常設SA S/(S),1.2Ss

主：溶解設備
従：代替安全冷却水系

―
流体1：冷却水
流体2：汽水

主配管の名称は機能ごとに分割して記載する

EFDの色塗りにより、抽出された機器の情報を記載

主配管に流れる流体を備考欄に記載する

主配管は、系統
EFD上に紐付け番
配管との紐付け

溶解設備
1 代替安全冷却水系
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主配管の色塗りの方法（例：溶解設備）

EFDに色塗りをした主流路上の機器および配管（ダクト）に対して、設備区分ごとに抽出リストとの紐付けのための紐付け番号（機器紐づけ番号および配
管紐付け番号※）を赤字で付番する。付番方法および記載例は以下のとおり。

① 機種を「機器」、「配管」、「建物・構築物」にグループ分けし、グループ記号を設定する。

② 課ごとに番号を以下のとおり設定する。ただし、施設、系統を所掌するのが単独の課である場合は、課番号を省略可能。

③ 付番は「グループ記号」-「課番号」-「連番」とする。例：機-1、機-02-5、配-02-1（EFD上に赤字で記載）
・EFD上で設備区分が異なる場合は、矢印により区分を明確にし、それぞれの設備で1番から順に付番する。（同じ番号が存在しても良い）

※配管紐づけ番号については以下のとおりとする。
配管全てに記載するのではなく、同じ機能を有する配管であれば、上流の配管に記載することを原則とする。
ただし、同一系統でEFDの頁が変わる場合は頁ごとに付番する。

グループ記号 機種

機 機器（電気、計装含む）

配 配管

建 建物・構築物

課名 番号 課名 番号

燃料管理課 01 ガラス固化課 09

前処理課 02 放射線施設課 10

分離課 03 電気保全課 11

精製課 04 防災施設課 12

脱硝課 05 分析課・分析管理課 13

計装設計課 06 貯蔵管理課 14

安全ユーティリティ課 07 設計グループ 15

廃棄物管理課 08 土木建築部 16

（参考）紐付け番号の付番方法



紐付け番号 施設区分 設備区分
機器名称
(許可)

機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用

(主従)
共用
(主従)

備考

機-02-1
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 溶解槽 溶解槽 容器
(溶解槽A)

(溶解槽B)

AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),S

主：溶解設備
従：代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系

廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

―

ユニット
 

(1/8)
ユニット

 
(1/7)

機-02-4
再処理設備

本体
溶解施設

設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 中間ポット 中間ポット 容器
(中間ポットA)

(中間ポットB)

AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),1.2Ss
主：溶解設備
従：代替換気設備
代替安全冷却水系

―

ユニット
 

(1/8)
ユニット

 
(1/7)
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１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ｃ．「添付２申請対象設備リスト」と「添付３抽出リスト」との紐付け（１）
「添付３抽出リスト（機器）」で整理した機器の情報を「添付２申請対象設備リスト」に展開し、１．ｂ．で機器に付番した紐付け番号で紐

付けする。

抽出リスト（機器）

申請対象設備リスト

施設区分 設備区分 機器名称 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計 兼用（主従）
共用

（主従）
備考

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 溶解槽 容器

4条-14
10条-1

【代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
38条-4,6,21

【廃ガス貯留設備】
38条-8

【臨界事故時水素掃気系】
38条-4,11,19

機-02-1 AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),S

主：溶解設備
従：代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

―

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 中間ポット 容器

10条-1,19
11条/35条-40

【代替換気設備】
39条-4,5,9

【代替安全冷却水系】
39条-6,7,8,10

機-02-4 AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),1.2Ss
主：溶解設備
従：代替換気設備
代替安全冷却水系

―



紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称(許可) 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用
(主従)

共用
(主従)

備考

配-02-1
再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 溶解設備 主配管（溶液保持系） 主配管 ― AA 一式 ②-3 既設 安重 ― S,1.2Ss/－ ― ― 流体：溶解液

配-02-2
再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 溶解設備 主配管（漏えい液回収系） 主配管 ― AA 一式 ②-3 既設 安重 ― S/－ ― ― 流体：蒸気

配-02-5
再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 溶解設備
主配管（崩壊熱除去系：再処理設
備本体用、内部ループ通水系、冷

却コイル等通水系）
主配管 ― AA 一式 ②-3 改造 安重 常設SA S/(S),1.2Ss

主：溶解設備
従：代替安全冷却水系

―
流体1：冷却水
流体2：汽水
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申請対象設備リスト

施設区分 設備区分 機器名称 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計 兼用（主従）
共用

（主従）
備考

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 主配管（溶液保持系） 主配管 10条-1 配-02-1 AA 一式 ②-3 既設 安重 ― S,1.2Ss/－ ― ― 流体：溶解液

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ― 主配管（漏えい液回収系） 主配管 10条-8 配-02-2 AA 一式 ②-3 既設 安重 ― S/－ ― ― 流体：蒸気

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対象
の施設

溶解設備 ― ―
主配管（崩壊熱除去系：再処
理設備本体用、内部ループ通
水系、冷却コイル等通水系）

主配管
10条-19

【代替安全冷却水系】
39条-6,8,10,20

配-02-5 AA 一式 ②-3 改造 安重 常設SA S/(S),1.2Ss
主：溶解設備
従：代替安全冷却水系

―
流体1：冷却水
流体2：汽水

抽出リスト（配管）

１．共通09 別紙1-2 「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ｃ．「添付２申請対象設備リスト」と「添付３抽出リスト」との紐付け（２）
「添付３抽出リスト（配管）」で整理した配管の情報を「添付２申請対象設備リスト」に展開し、１．ｂ．で配管に付番した紐付け番号で紐

付けする。



施設区分 設備区分 機器名称 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計 兼用（主従）
共用

（主従）
備考

再処理設備
本体

溶解施設
設計基準対
象の施設

溶解設備 ― ― 溶解槽 容器

4条-14
10条-1

【代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
38条-4,6,21

【廃ガス貯留設備】
38条-8

【臨界事故時水素掃気系】
38条-4,11,19

機-02-1 AA 2 ②-3 改造 安重 常設SA S,1.2Ss/(S),S

主：溶解設備
従：代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

―

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章共通項目
4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め

安全機能を有する施設は、放射性物質を系統若しく
は機器に閉じ込める、又は漏えいした場合においても、
セル、グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め
機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しく
は建屋内に保持し、放射性物質を限定された区域に閉
じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備の注水槽、注水槽
の液位計

・施設共通 基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備、燃
料貯蔵設備、燃料送出し設備、プール水冷
却系、プール水浄化系、補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
（以下、省略）

設計方針（閉じ込め）

１．共通09 別紙1-2「系統として機能、性能を達成する設備」の構成と各資料の紐付け
ｄ．「添付２申請対象設備リスト」と基本設計方針との紐付け
抽出結果を反映した「添付２申請対象設備リスト」と基本設計方針で記載している要求事項（各条文の共通００別紙２の機能要求②）を紐付

ける。

申請対象設備リスト

別紙2の基本設計方針の番号と紐付け。
「〇条-1」等で紐づける
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２．主流路を設定する機能、性能

ａ．系統として達成する機能、性能の整理

基本設計方針で記載している要求事項のうち、主流路を設定し、系統として達成する機能、性能を整理し、以下の通りまとめる。各別

紙1-2においては、以下の機能、性能のうち、それぞれの設備に要求される機能、性能ごとに機器、配管を抽出するプロセスを記載する。

条文 系統機能名称

第39条
冷却機能の喪失による蒸発
乾固に対処するための設備

内部ループへの通水による冷却

貯槽等への通水

冷却コイル等への通水による冷却

凝縮器への通水

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系に
よる対応（管理放出：蒸発乾固）

第40条
放射線分解により発生する
水素による爆発に対処する
ための設備

水素爆発を未然に防止するための空気供給

水素爆発の再発を防止するための空気供給

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系に
よる対応（管理放出：水素爆発）

重大事故時のパラメータ計測

第41条
有機溶媒等による火災又は
爆発に対処するための設備

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
（TBP）

第42条
放射線分解により発生する
水素による爆発に対処する
ための設備

燃料貯蔵プール等への注水

燃料貯蔵プール等への水のスプレイ

燃料貯蔵プール等の水の漏えい抑制

第45条
重大事故等への対処に必要
となる水の供給設備

重大事故等への対処のための水源確保

第47条 計測設備 重大事故時のパラメータ計測

第30条／
第50条

緊急時対策所
換気設備による緊急時対策所の居住性確保

緊急時対策建屋用発電機での発電

第23条／
第48条

制御室等／制御室
換気等による制御室の居住性維持（DB）

換気等による制御室の居住性維持（SA）

条文 系統機能名称

第４条 核燃料物質の臨界防止 溶解槽への可溶性中性子吸収材自動供給（DB）

第10条 閉じ込めの機能

放射性物質の保持機能

安全上重要な施設の安全機能の支援

使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去

セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収

室等の漏えい拡大防止

放射性物質を保持する系統の負圧維持

設計基準事故時における閉じ込め機能

フードの面速維持

第11条／
第35条

火災等による損傷の防
止

Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気

水消火設備への消火水供給

固定式ガス消火設備による消火

第19条
使用済燃料の貯蔵施設
等

燃料貯蔵プール等の崩壊熱除去

燃料貯蔵プール等の崩壊熱除去（水位維持）

安全上重要な施設の安全機能の支援

燃料貯蔵プール等の浄化

貯蔵ホールの崩壊熱除去（DB）

第24条 廃棄施設
放射性気体廃棄物の処理及び排気

放射性液体廃棄物の処理及び廃棄

第25条 保管廃棄施設
放射性固体廃棄物の処理

固体廃棄物の貯蔵（最大貯蔵容量）

第28条 換気設備 換気設備による換気

第29条 保安電源設備 非常用ディーゼル発電機での発電

第38条
臨界事故の拡大を防止
するための設備

可溶性中性子吸収材の自動供給（SA）

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留



２．主流路を設定する機能、性能

ｂ．機能、性能と主流路の関係が一対一にならない機能、性能の考え方

機能、性能の整理にあたり、臨界防止機能（第４条）、消火機能（第11条／第35条）等の要求される系統としての機能とそれを達

成するために必要な主流路の関係が一対一で整理できるものと閉じ込め機能（第10条）のように核燃料物質等を限定した区域に閉じ

込めるといった原理原則を踏まえて個別機器に閉じ込める（溶液又は粉末等の保持）という考え方が流路に設定しているもののよう

に主流路の考え方が機能と一対一の関係にならないものがある。

閉じ込め機能の要求は、重要度に関係なく、上記の原理原則に沿って核燃料物質等を取り扱う設備が達成すべき機能であり、これ

を系統としての機能として整理することは難しい。

したがって、閉じ込めに係る主流路（仕様表対象設備）は、再処理施設としての安全上重要な施設の範囲及び機能との関係を基本

としたうえで明確にすることとし、要求される機能、性能と設備の重要度に応じた設工認申請対象設備の考え方を整理する。

【閉じ込め機能の重要度を踏まえた主流路の考え方】

⇒再処理施設は、限定された区域に閉じ込めるために動的機器による動的閉じ込めを基本とし、異常発生防止系として、容器等は腐食

し難く漏えいし難い構造、拡大防止・影響緩和系として、万が一放射性物質が漏えいしたとしてもセル等に閉じ込め、漏えい液等を

回収・処理、廃液処理系等で放射性物質を処理、浄化等することで可能な限り建屋内に放射性物質を閉じ込める設計としている。こ

の一連の設計は、閉じ込め、材料及び構造、換気、廃棄施設等の各基本設計方針で担保する。

⇒そのうち、閉じ込め機能に係る主流路（仕様表対象設備）は、事業指定基準規則で定義している再処理施設における放射性物質等に

よる公衆及び従事者への被ばくの影響を考慮している安全上重要な施設の機能分類を基本とし、これ以外の核燃料物質等を取り扱う

安全機能を有する施設に対しても適用されるよう当該設備の機能、性能の関係を踏まえ、以下の基本原則に基づき設定している。

分類 分類の考え方 再処理施設の主流路の基本原則

異常発生防止系
その機能の喪失により、再処理施設を異
常状態に陥れ、もって公衆ないし従事者に
過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのある
もの

 公衆への影響が大きいプルトニウムを含む溶液及び粉末（低濃度のものを除く）並びに高レ
ベル放射性廃棄物を取り扱う設備は、安全上重要な施設で構成される機器及び主配管の
流れを主流路とする。但し、再利用ライン等であっても閉じ込め機能上重要なプルトニウムを
含む溶液又は粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物を保持する安全上重要な施設で構
成しているラインである場合は、主流路として扱う。

 公衆への影響が小さいウランを含む溶液及び粉末並びに低レベル放射性廃棄物を取り扱う
設備は、安全機能を有する施設で構成される機器及び主配管の流れを主流路とする。 11



施設分類 重大事故等対処施設 安全上重要な施設 安全機能を有する施設

公衆及び従事者への影響程度（放出量） 事故時における被ばく防止 平常時時における被ばく防止
１００ＴＢqを超えない 5mSvを超えない 可能な限り低く

取扱い流体等
Puを含む溶液

高レベル放射性廃棄物（気体・液体）
使用済燃料（キャスク取出し後）

Puを含む溶液又は粉末
高レベル放射性廃棄物（気体・液体・固体）

使用済燃料（キャスク収納状態）
Puを含む溶液又は粉末（低濃度、少量）

ウランを含む溶液又は粉末
低レベル放射性廃棄物（気体・液体・固体）

安全機能等
（大分類） 中分類 小分類

発生防止機
能
（ＰＳ）

放射性物質の閉じ込め
機能

静的と閉じ込め
（溶液等保持／経路
維持）

動的閉じ込め
（捕集・浄化・排気）

重大事故等の発生を仮定する機器 ・溶解設備、清澄・計量設備、分離設備、分配設備、プルト
ニウム精製設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、高レベ
ル廃液処理設備等のプルトニウムを含む溶液又は粉末、高レ
ベル放射性液体廃棄物を保有する容器及び主要な流れを
構成する配管

・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化、排気を行う廃ガス
処理設備、セルからの排気系統

・ウラン精製設備、ウラン脱硝設備、酸回収設備、
溶媒回収設備、低レベル廃液処理設備、低レベ
ル固体廃棄物処理設備、分析設備等のウランを
含む溶液又は粉末、低レベル放射性液体廃棄物
を保有する容器及び主要な流れを構成する配管

・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化、排気を
行う廃ガス処理設備、建屋からの排気系統

プロセス量維持機能 火災及び爆発・臨界等
に係るプロセス量維持
水素掃気機能
崩壊熱除去機能

代替安全圧縮空気系、臨界事故時水素掃気系、
代替安全冷却水系、代替注水設備、スプレイ設
備、漏えい抑制設備、監視設備、計装設備

・臨界安全管理表に記載の機器、計測制御設備
・安全圧縮空気系（水素掃気系）
・燃料貯蔵プール等、ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット
（通風管、収納管）、プール水冷却系、安全冷却水系、ウ
ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の排気系、
補給水設備

使用済燃料輸送容器収納使用済燃料輸送容器
保管庫

体系維持機能 核的制限値（寸法）
の維持機能
遮蔽機能

臨界防止設備 ・プルトニウムを含む溶液又は粉末、高レベル放射性液体廃
棄物を収納するセル、グローブボックス、燃料貯蔵プール等、ガ
ラス固化体貯蔵設備の遮蔽設備及びこれらを収納する建物・
洞道
・ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋の遮蔽設備

・ウランを含む溶液又は粉末、低レベル放射性廃
棄物を収納する建屋、グローブボックス（一次閉じ
込めのもの）及びこれらを収納する建物・洞道
・遮蔽設備（外壁及び管理区域境界）

安全上必須なその他機
能

落下・転倒防止機能 － 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン、バスケット仮置
き架台、固化セル移送台車

使用済燃料及びガラス固化体を取り扱う搬送設
備（台車、クレーン等）

発生防止対策の支援
機能

同左 水供給設備、代替安全圧縮空気系、代替電源
設備、代替所内電気設備、補機駆動用燃料補
給設備

非常用のもの
・電気設備、安全圧縮空気系

－

再処理施設の閉じ込め（異常発生防止対策）に係る施設全体の安全機能と設備の関係

⇒青枠部分が主流路の考え方が機能と一対一の関係にならない範囲
⇒青枠以外の部分は、臨界防止機能、消火機能、警報機能等の要求される系統としての機能とそれを達成するために必要な主流路の関係が一対一で整理できるものであり、
拡大防止・影響緩和系は閉じ込め、換気設備、廃棄施設等といった各技術基準規則において機能、性能が明示されている。
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【再処理施設の主流路について】

メインプロセス：各設備の主要な機能（系統構成及び主要設備）を踏まえて、使用済燃料の再処理を行うための設備（使用済
燃料の受入れ・貯蔵～燃料供給、せん断処理～溶解、清澄・計量～分離・分配～ウラン精製、プルトニウム精製～ウラン脱硝、
ウラン・プルトニウム混合脱硝～製品貯蔵）
サブプロセス：メインプロセス設備からの溶液等を処理する一時貯留、酸回収、溶媒回収、廃液処理、廃ガス処理、ガラス固
化等の廃棄物処理、分析設備等の設備
メインプロセス設備は、再処理固有の設備であるため当該設備の主要な機能（例：溶解設備であれば溶解槽による使用済燃料
の溶解）を主流路として設定
サブプロセス設備は、硝酸、有機溶媒等の再利用（蒸発・洗浄等）又は廃ガス、廃液の廃棄処理等であり、複数建屋に設置し、
機能、性能が類似するため放射性試薬等の製造、廃液処理といった当該設備の貯槽等を起点とし、その製造、廃液処理が完了
するまでの貯槽等を終点として主流路として設定する。なお、発電炉において廃液処理設備等の同様の設備が存在する場合は、
発電炉の類似設備を参考として主流路を設定する。
メインプロセス設備及びサブプロセス設備のうち、一部少量のプルトニウム及びウラン等を回収するための前段設備へ戻す再
利用ラインや規格外製品が発生した場合の再利用ライン、廃液をサブプロセス設備の硝酸、有機溶媒等の再利用又は廃液処理
設備等へ移送するラインは主流路としない。
上記の考え方で抽出する閉じ込めの重要度を考慮した主流路外の個別機器は、更に臨界防止、火災及び爆発防止等の各条文適
合性の観点から要求される機能とそれを達成するために必要な主流路の関係を明確に整理できる機器として基本設計方針から
仕様表対象設備を抽出し、各条文の基本設計方針でも仕様表対象とならない個別機器は、当該設備の基本設計方針対象設備
（②-a）として扱う。
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安全上重要な施設の対象(1)

図 再処理施設の安全機能の概要

回収槽

液位警報

貯槽

廃ガス
洗浄塔

＜セル（高レベル廃液）＞

＜建屋＞

漏えい液受皿

(2
)

安全上重要な施設の機能

⇒各項目の具体例を右図に示す

(１) プルトニウムを含む溶液又は
粉末を内蔵する系統及び機器

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を
内蔵する系統及び機器

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び
機器の換気系統及びオフガス
処理系統

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び
機器並びにせん断工程を収納
するセル等

(５) 上記(４)の換気系統
(６) 上記(４)のセル等を収納する

構築物及びその換気系統
(７) ウランを非密封で大量に取り

扱う系統及び機器の換気系統
（対象なし）

(８) 非常用所内電源系統及び安全
上重要な施設の機能の確保に
必要な圧縮空気等の主要な動
力源

(９) 熱的、化学的又は核的制限値
を維持するための系統及び機
器

(10) 使用済燃料を貯蔵するための
施設

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を
保管廃棄するための施設

(12) 安全保護回路
(13) 排気筒
(14) 制御室等及びその換気系統
(15) その他上記各系統等の安全機

能を維持するために必要な計
測制御系統、冷却水系統等

(3)

(4)

(6)

水素掃気用空気[爆発防
止]

漏えい液回収用蒸気

(8)安全蒸気系

(8)安全圧縮空気系

(8)非常用所内電源系統
（非常用母線、無停電電源装置、
非常用D/G等）

計測制御用空気

(13)

崩壊熱除去用冷却水

冷却水設備

(15)安全冷却水系

電源

(15)

P

＜ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ＞
(GB)

(4)

貯槽

A

(2)

配管(2)

圧縮空気設備蒸気供給設備
電気設備

計測制御設備

(15)

回収ﾎﾟﾝﾌ
(SJ)ﾟﾟ

(15)
排気筒ﾓﾆﾀ

放射線
監視設備

＜セル＞

＜セル（ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ）＞

蒸気

貯槽

濃縮缶

(1)

(1)

(12)

(9)核的制限値
（形状寸法管理）

(9)核的制限値を維持する停止
回路、起動回路、警報

(12)安全保護回路（図例は加
熱蒸気温度高による加熱停
止回路[爆発防止]）

(14)制御室・換気系統
(15)警報装置等（図例は漏え

い検知装置）

温度高
による

停止回路

使用済燃料
受入れ・貯
蔵施設

(10)(15)
燃料貯蔵プール、プール水冷却
系、天井ｸﾚｰﾝ等
（崩壊熱除去、遮蔽、落下・転
落防止）

液体廃棄物の廃棄施設

【塔槽類廃ガス処理設備】

【セル／GB排気系】

【建屋排気系】
フィルタ

排風機

(3)

(5)

(6)

固体廃棄物の廃棄施設

製品貯蔵施設

(11)ｶﾞﾗｽ固化体貯
蔵設備（崩壊熱
除去、遮蔽）

(2)高ﾚﾍﾞﾙ廃液処
理設備、高ﾚﾍﾞ
ﾙ廃液貯蔵設備

(1)ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混
合酸化物貯蔵
設備

放射線監視設備

排水ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備

排気
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
設備

主排気筒

海洋放出管

(2)高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ
固化設備

(15)低ﾚﾍﾞﾙ固体廃
棄物貯蔵設備
（遮蔽）

(4)

(15)配管

配管(3)

ﾀﾞｸﾄ(5)
ﾀﾞｸﾄ(6)

(15)

漏えい液受皿
(15)

(9)核的制限値
を維持



施設分類 重大事故等対処施設 安全上重要な施設 安全機能を有する施設

公衆及び従事者への影響程度（放出量）
事故時における被ばく防止 平常時時における被ばく防止

１００ＴＢqを超えない 5mSvを超えない 可能な限り低く

取扱い流体等
Puを含む溶液

高レベル放射性廃棄物（気体・液体）
使用済燃料（キャスク取出し後）

Puを含む溶液又は粉末
高レベル放射性廃棄物（気体・液体・固体）

使用済燃料（キャスク収納状態）
Puを含む溶液又は粉末（低濃度、少量）

ウランを含む溶液又は粉末
低レベル放射性廃棄物（気体・液体・固体）

安全機能等
（大分類） 中分類 小分類

発生防止機能
（ＰＳ）

放射性物質の閉じ込め機能 静的と閉じ込め
（溶液等保持／経路維持）
動的閉じ込め
（捕集・浄化・排気）

重大事故等の発生を仮定する機器 ・溶解設備、清澄・計量設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、高レベル廃液処
理設備等のプルトニウムを含む溶液又は粉末、高レベル放射性液体廃棄物を保有
する容器及び主要な流れを構成する配管
・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化、排気を行う廃ガス処理設備、セルからの
排気系統

・ウラン精製設備、ウラン脱硝設備、酸回収設備、溶媒回収設備、低レベル廃
液処理設備、低レベル固体廃棄物処理設備、分析設備等のウランを含む溶
液又は粉末、低レベル放射性液体廃棄物を保有する容器及び主要な流れを
構成する配管
・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化、排気を行う廃ガス処理設備、建屋か
らの排気系統

プロセス量維持機能 火災及び爆発・臨界等に係る
プロセス量維持
水素掃気機能
崩壊熱除去機能

代替安全圧縮空気系、臨界事故時水素掃気系、代替安全冷却水系、代替
注水設備、スプレイ設備、漏えい抑制設備、監視設備、計装設備

・臨界安全管理表に記載の機器、計測制御設備
・安全圧縮空気系（水素掃気系）
・燃料貯蔵プール等、ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット（通風管、収納管）、
プール水冷却系、安全冷却水系、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯
蔵室の排気系、補給水設備

使用済燃料輸送容器収納使用済燃料輸送容器保管庫

体系維持機能 核的制限値（寸法）の維持
機能
遮蔽機能

臨界防止設備 ・プルトニウムを含む溶液又は粉末、高レベル放射性液体廃棄物を収納するセル、
グローブボックス、燃料貯蔵プール等、ガラス固化体貯蔵設備の遮蔽設備及びこれ
らを収納する建物・洞道
・ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の
遮蔽設備

・ウランを含む溶液又は粉末、低レベル放射性廃棄物を収納する建屋、グロー
ブボックス（一次閉じ込めのもの）及びこれらを収納する建物・洞道
・遮蔽設備（外壁及び管理区域境界）

安全上必須なその他機能 落下・転倒防止機能 － 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン、バスケット仮置き架台、固化セル移
送台車

使用済燃料及びガラス固化体を取り扱う搬送設備（台車、クレーン等）

発生防止対策の支援機能 同左 水供給設備、代替安全圧縮空気系、代替電源設備、代替所内電気設備、
補機駆動用燃料補給設備

非常用のもの
・電気設備、安全圧縮空気系

－

拡大防止機能
（ＭＳ）

プロセス量維持機能 熱的、化学的又は核的制限
値等の維持機能

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路、重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路、代替可溶性中性子吸収材緊急供給系、重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系、重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備、重大事
故時供給停止回路、計装設備

計測制御設備、安全保護回路、インターロックにより作動する主要弁、建屋給気
閉止ダンパ

熱的、化学的又は核的制限値等の技術基準規則の要求事項を担保するうえ
で必要な安全機能を有する施設の計測制御設備、インターロックにより作動す
る主要弁

拡大防止対策の支援機能 同左 代替安全圧縮空気系、代替電源設備、代替所内電気設備、補機駆動用燃
料補給設備

非常用のもの
・電気設備、安全圧縮空気系

－

影響緩和機能
（ＭＳ）

過度の放出防止機能

静的と閉じ込め
（溶液等保持／経路維持）
動的閉じ込め
（捕集・浄化・排気）
ソースターム制限機能

重大事故等の発生を仮定する機器
代替換気設備（代替排気系、廃ガス処理設備、凝縮液回収系）
主排気筒

・溶解設備、清澄・計量設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、高レベル廃液処
理設備等のプルトニウムを含む溶液又は粉末高レベル放射性液体廃棄物を保有
する容器及び主要な流れを構成する配管
・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化排気を行う廃ガス処理設備、セルからの排
気系統、建屋の排気系統及び主排気筒並びにこれを収納する建屋・洞道
・計測制御設備、安全保護回路、可溶性中性子吸収材緊急供給系、ガラス流
下停止系
・セル等からの漏えい液回収系統（皿、ポンプ、希釈槽、主配管等）

ウラン精製設備、ウラン脱硝設備、酸回収設備、溶媒回収設備、低レベル廃
液処理設備、低レベル固体廃棄物処理設備、分析設備等のウランを含む溶
液又は粉末、低レベル放射性液体廃棄物を保有する容器及び主要な流れを
構成する配管
・上記の機器からの廃ガスの捕集、浄化排気を行う廃ガス処理設備、建屋から
の排気系統並びにこれを収納する建屋・洞道
・室等からの漏えい液回収系統（皿、主配管等）

体系維持機能 遮蔽機能 － ・プルトニウムを含む溶液又は粉末高レベル放射性液体廃棄物を収納するセル、グ
ローブボックス

・ウランを含む溶液又は粉末、低レベル放射性廃棄物を収納する建屋、グロー
ブボックス（一次閉じ込めのもの）及びこれらを収納する建物・洞道
・遮蔽設備（外壁及び管理区域境界）

安全上必須なその他機能

事故時の放出量監視機能
居住性維持機能

代替モニタリング設備、代替試料分析関係設備、代替放射能観測設備、代替
気象観測設備、環境モニタリング用代替電源設備、制御室遮蔽設備、制御室
照明設備、緊急時対策建屋遮蔽設備、制御室環境測定設備、制御室放射
線計測設備、制御室換気設備、緊急時対策建屋遮蔽設備、緊急時対策建
屋照明設備、緊急時対策建屋環境測定設備、緊急時対策建屋放射線計測
設備、緊急時対策建屋換気設備、放水設備、注水設備、抑制設備

・主排気筒の排気モニタ
・制御室及び制御室換気設備

・放射線監視設備のエリアモニタ、モニタリングポスト、ダストモニタ等
・火災防護設備（消火設備、火災区域構造物）
・溢水防護設備（堰、防水扉、水密扉、止水板及び蓋）
・化学薬品防護設備（堰、防水扉、水密扉：現状対象無し）
・竜巻防護対策設備（防護ネット、防護板）

影響緩和対策の支援機能 同左 水供給設備、代替安全圧縮空気系、代替電源設備、代替所内電気設備、
補機駆動用燃料補給設備

非常用のもの
・電気設備、安全蒸気系、安全圧縮空気系、補給水設備 －

再処理施設の閉じ込めに係る施設全体の安全機能とこれを担保する設備の関係（概要）
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３．主流路範囲の設定の例
主配管、ダクトは、用途（機能）、使用範囲等を明確にするため、設計基準対象施設のみの境界、重大事故等対処設備のみ

の境界、兼用設備の境界等がわかるように色塗り等を行い、主配管の名称を設定する。

［用途、仕様範囲等に係る境界］
a．設計基準対象施設のみの境界
b．重大事故等対処設備のみの境界
c．重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので、設計基準対象施設としての仕様から

変更がない境界
d．重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので、設計基準対象施設としての仕様から

変更がある境界
e．兼用設備の境界
f．安全上重要な施設の境界
g．耐震重要度分類Ｓクラスの境界、1.2Ssの境界
h．主配管と非主配管の境界
i．建設工事及び改造工事における境界（工事工程上の観点から分割可能な場合）
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３．主流路範囲の設定の例

17

例１）主配管等の名称の設定（それぞれに境界が設定されている場合）



３．主流路範囲の設定の例

18

例２）主配管等の名称の設定（使用用途等が同一の場合）



例３）主配管等の名称の設定（使用用途等が同一の場合で機器を跨ぐ場合）

19

３．主流路範囲の設定の例



４．再処理施設の各設備に共通する主流路として設定しない対象の考え方

20

以下は再処理施設の各設備に共通する主流路として設定しない対象の基本的な考え方について、発電炉工認ガイドに示すもの

を参考として整理、分類したものである。抽出を行う際に系統図等には除外した理由の分類がわかる識別番号を記載することと

するが、配管ラインによっては複数の理由によって主流路から除外されることがあるため、系統図等への識別番号は数字で記載

し、各別紙1-2の「添付３申請委対象設備抽出結果」の系統図等の冒頭で数字と分類の紐付けを示す。

また、各施設において個別で主流路として設定しない対象を説明する必要がある場合は、別紙1-2の各資料の「２．（４）主

流路としない範囲及びその考え方」において個別の考え方を記載し、系統図等に該当する識別番号を記載する。

分類 主流路としない理由の類型 主流路としない対象 具体的理由

A ドレン・ベントライン ・通常液移送時又は保守時における系統内への液
張り後における系統内の空気を抜くベントライン
・容器、ポンプ、弁等の機器の保守時における系
統内の溶液等を抜くためのドレンライン
・開放容器等の機器ベントライン

配管ラインに設置する機器の保守等を行うために
使用するラインであるため主流路としない。

・系統に液張り（容器内への液張り、容器等シー
ル部への液張り）を行う液張りライン
・機器等の保護の観点で設置するベントライン

B バイパスライン ・計器（流量計）の保守時に使用するバイパスラ
イン
・容器、スチームトラップ、弁、フィルタ等の保
守時に使用するバイパスライン

C テストライン ・保守時において試験を行う際に試験機器等を接
続する試験ノズル
・保守時における系統試験を行うためのテストラ
イン

D 除染・洗浄ライン ・保守時・停止時における機器等の除染・洗浄を
行う除染・洗浄ライン
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分類 主流路としない理由の類型 主流路としない対象 具体的理由

E ミニマムフローライン ・ポンプ安定運転のためのミニマムフロー（逃が
し）ライン

機器故障を防止するために使用するラインである
ため、主流路としない。

F オーバーフローライン ・万が一、容器等で溢れた流体を系統又は建屋内
に保持するためのオーバーフローライン

機器故障等で万が一使用する非定常ラインである
ため、主流路としない。

G 循環（攪拌）ライン ・溶液等のポンプ（動力ポンプ、エアリフト、ス
チームジェット、エアジェット、水ジェット）に
よる攪拌ライン

溶液等均質化を目的として使用するラインである
ため主流路としない。

・圧縮空気（かくはん用空気によるパルセータ含
む）による攪拌ライン

・熱交換器、デミスタ、ミストフィルタ等で凝縮
した凝縮水を回収する循環ライン

熱交換により発生する凝縮水を回収（循環）する
目的で使用するラインであるため主流路としない。

・万が一基準値を満たさない流体等が発生した場
合又は再利用を目的として前工程へ移送して処理
を行うための循環ライン
・万が一室等へ低レベル等の溶液が漏えいした場
合に貯槽へ移送して処理を行うための循環ライン

再利用を目的として使用するラインであるため主
流路としない。

H サンプリングライン ・分析試料を採取するためのサンプリングライン
・放管用の試料を採取するためのサンプリングラ
イン

少量の分析試料を分析試料採取装置で採取するた
めにしようするラインであるため主流路としない。
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分類 主流路としない理由の類型 主流路としない対象 具体的理由

I 計装ライン ・プロセス量の計測を行うための検出配管、計装
導圧配管、チュービング（計装用空気配管）、ガ
イドパイプ

計装配管及び計装信号ラインであり、主流路とし
ない。

J 機器駆動用サポートライン
（スチームジェットポンプ等の安全機
能に関係するものを除く）

・エアリフト、サイホン、ゲデオン、スチーム
ジェット、フルイディックポンプ、MERC交換型遠
心ポンプ等の起動・停止に使用する真空ライン、
真空破壊ライン、駆動用空気ライン、呼び水ライ
ン、排気ライン

機器駆動用システムに付随するサポート系ライン
であり、主流路としない。

K 小型機器等からの排気ライン ・小型ポット、サンプリングボックス、各室、機
器駆動用サポートラインからの排気ライン

廃棄、換気及び閉じ込め機能を担保する主要な機
器（容器、グローブボックス、フード等）からの
排気ラインでないため、主流路としない。

L 液調整、置換、保守等を行うための一
般ユーティリティライン
（安全機能に関係するものを除く）

・運転用、液調整、系統内置換等を行うための試
薬、水、空気等の放射性物質等を含まない一般
ユーティリティライン（水、空気、蒸気、試薬）
・流路を形成するために必要な機器に供給する一
般ユーティリティライン（水、空気、蒸気、試
薬）
・保守時における詰まりを除去するためのアイス
プラグを形成するために使用する一般ユーティリ
ティライン

通常運転、保守時に供給する一般ユーティリティ
ラインであるため、主流路としない。
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分類 主流路としない理由の類型 主流路としない対象 具体的理由

M 崩壊熱除去評価対象外の貯槽等への安
全冷却水供給ライン

・崩壊熱除去評価対象外であり、安全上重要な施
設の安全機能の支援*に係らない貯槽、冷凍機等
への安全冷却水を供給するライン
*安全空気圧縮装置、非常用ディーゼル発電機、高レベル廃
液ガラス固化建屋換気設備のセル内クーラー等へ安全冷却
水を供給する系統は主流路

崩壊熱除去機能及び安全上重要な施設の安全機能
支援を担保する主要な機器（容器、熱交換器等）
へ安全冷却水を供給するラインでないため、主流
路としない。

N 将来増設用ライン
（安全機能に影響するものを除く）

・安全機能に影響しない将来増設用として設置し
ているライン

・安全機能に関係しない機器等の将来増設用ライ
ンであり、主流路としない。

個別 分類A～Nの共通的な理由以外のライン ・別紙1—2-○ 本文2.（4）に記載の対象。 ・別紙1—2-○ 本文2.（4）に記載の理由。
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１．配管番号
ａ．配管番号の付番ルール（１）
設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②流体記号」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統番号 各設備に系統番号を付番する。

② 流体記号 第１表参照。
なお、二重管の外管については、第１表に示す「XX（その他）」を用いる。

③ 配管連番 (1) 「①系統番号」及び「②流体記号」の組合せ毎に001～999の連番とする。ただし、配管の機能に応じて体系
的に分類してもよい。
なお、二重管の外管については、501～550の連番とする。
ただし、設計区分がFA、FB、FC、FD、FD2(以下、「F区分」という。)の配管については、001～999の連番と

する。
(2) 配管連番は、次頁の「⑥配管クラス」に示す配管クラスの変更点、機器(弁・アクセサリ等を除く)、合流点

および分岐点を経由する毎に番号を区別する。ただし、a.またはb.に該当する場合を除く。
ａ．「④セクション番号」により配管番号を区別する場合
ｂ．枝管との分岐・合流点がある場合の母管側

④ セクション番号 (1) 設計区分がAA、AB、AC、AD、AE、AH並びにKAの一部（以下、「A区分」という。）の配管に限り使用し、A区
分以外の配管には使用しない。
また、二重管の外管についても、使用しない。

(2) 「③配管連番」毎に01～99の昇順で連番とし、以下の場合に変更する。
ａ．配管の途中で配管クラスが変わる場合。ただし、建屋・施設間にまたがる配管については、この限りではな
い。
ｂ．配管がセル(C4)の床・壁・天井を貫通する場合。
ｃ．設計管理上、セクション番号により配管口径の変更点を明確にしたい場合。
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番号 種別 説明

⑤ 配管口径 (1) JIS規格で規定される配管の場合は、呼び径(A)の数字とする。
(2) インチ径の配管の場合は、呼び径（分数表示）とする。

⑥ 配管クラス ・以下の4項目により構成する。
⑥

⑦配管材質
第２表参照。

⑧呼び圧力
第３表参照。

⑨配管厚さおよび弁仕様による区分
本区分記号（アルファベット大文字1文字）は、「配管材質」および「呼び圧力」が同じ組合せの配管群を、配管
厚さおよび弁仕様により区分するために用いる。

⑩配管区分
第４表参照。

１．配管番号
ａ．配管番号の付番ルール（２）



（１）試薬ヘッダ配管をEFD・配管施工図に
記載する場合は、内部流体の化学式（HNO3、
Na2CO3、N2、O2 等）を配管番号に続けて付
記する。

例：RE-001-03-40-S010BJ (HNO3)
（２）以下に示す試薬については、化学式
の代わりに簡略表示を採用してもよい。

第１表 流体記号
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１．配管番号
ｂ．②流体記号と対応する流体の種類



第２表 配管材質
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第３表 呼び圧力

１．配管番号
ｃ．⑦配管材質、⑧呼び圧力、⑩配管区分とそれぞれ対応する配管材質等

第４表 配管区分
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１．配管番号
ｄ．配管番号の記載例

例） AA0000 – AR - 003 – 01 – 80 – S010BJ（H-HNO3）

① ② ③

①：「AA1101」⇒系統番号「前処理建屋の工程番号0000」
※同一建屋内での系統を示す場合は、建屋記号：AA(前処理建屋)を省略する。

②：「AR」⇒流体記号「AR：試薬（放射性）」（第１表参照）

③：「003」⇒配管連番「003」

④：「01」⇒セクション番号「01」

⑤：「80」⇒配管口径「80A」

⑥：「S010BJ」

S 010 B J

A：“S” ⇒配管材質「ステンレス鋼（ ）」（第２表参照）
B：“010” ⇒呼び圧力「10K（含真空）」（第３表参照）
C：“B” ⇒配管厚さ及び仕様による区分（配管材質、呼び圧力で複数同様のスペックがある場合に使用する）
D：“J” ⇒配管区分「機種区分外（放射性物質を内包するもの）」（第４表参照）

⑦ ：「H-HNO3」⇒内部流体の化学式の簡略表示「高トリチウム回収酸」（第１表参照）

④ ⑤ ⑥

A B C D

⑦
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２．機器番号
ａ．機器番号（弁・アクセサリ含む）付番のルール
設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②識別記号」から付番している。

※正式な機器番号は、「-」を省略しない。
ただし、系統番号にアルファベットがつく建屋・施設に設置される機器を除き、記号・番号の境界が明らかな場合は、便宜上「-」を省略して表記
することができる。

番号 種別 説明

① 系統番号 各設備に系統番号を付番する。

② 識別記号 (1) 第５表参照。
(2) 弁・アクセサリの識別記号は第６表を参照。

③ 主要機器番号 (1) 系統番号ごとに並列機器等を考慮して付番する。
(2) 漏えい液受皿等の共通品目に付番する場合は、第５表の「共通品目番号」を参照する。
(3) 弁・アクセサリの主要機器番号は第６表を参照。

④ 付属機器番号 主要機器毎に付属機器の番号を付番する。



第５表 機器識別記号及び機器区分※1
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２．機器番号
ｂ．機器記号と対応する機器（１）
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第６表 弁・アクセサリの機器識別番号及び機器区分※1

※1 本機器区分は原則であり、工程・設備の構成に応じて適切に区分す
る。

※2 弁・ダンパ等の主要機器番号は、型式毎に「第６表2/3」のとおり区
分する。

※3 遠隔自動調節弁・遠隔自動調整ダンパについては、「４．計装関
係」の規定に従う。

※4 F施設の弁・ダンパの主要機器番号は、機能毎に「第６表3/3」のと
おり区分する。

1/3

2/3

3/3

２．機器番号
ｂ．機器番号と対応する機器（２）
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３．設計図書の記載に係る留意事項
ａ．配管等の接続有無の表現

ｂ．系統図の矢羽根の記載例

A：送り元、送り先の工程番号とその系統番号の系統図のシート番号を示す。「（系統番号）-（系統番号の系統図の
シート番号）」
なお、同一シート内で矢羽根で送り元、送り先を示す場合は、系統番号を省略する場合がある。

B：送り元、送り先のタンク等を特定しないと識別が難しい系統に対して機器番号等を示す。
なお、工業用水（TW）等の一般ユーティリティからの送り元の場合は、機器番号を省略する。
※配管分岐、ヘッダ等から機器へ接続される配管の場合は、Bの記載を「MANIFOLD」、「HEADER」と記載する。

（分岐） （ヘッダ）
Ｃ: 送り元、送り先の矢羽根のつながりを確認するには、配管番号を参照する。

10XX-02   10XX-V20
A B

Ｃ

10XX-V10

PR-0XX-0X-X0-X010XX

10XX工程EFD：1シート

A B Ｃ

10XX工程EFD：2シート

10XX-01     10XX-V10
PR-0XX-0X-X0-X010XX

10XX-V20

10XX工程EFD：2シートの
10XX-V20へ

10XX工程EFD：1シートの
10XX-V10より
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（１）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（２）



36

４．系統図に用いるポンプ等の凡例（３）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（４）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（５）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（６）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（７）
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４．系統図に用いるポンプ等の凡例（８）
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５．計装関係

ａ．計器番号
計器番号および警報の機能を示す計器機能タグNo.は、以下のルールに従い、付番している。
なお、設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②第１記号（被計測変量を表す記号）」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統番号 各設備に系統番号を付番する。

② 第１記号（被計測
変量を表す記号）

第７表参照

③ 第２記号（計測機
能を表す記号）

第７表参照

④ 測定または制御対
象機器番号

(1) 原則として測定または制御対象の機器番号をそのまま用いる。
(2) 測定または制御対象が配管の場合は、被計測変量および計器の機能に直接関係する機器の番号とする。
(3) 測定または制御対象が機器番号で特定できない場合は、当該系統の機器番号と区別できる任意の番号を使用

する。

⑤ ループ連番 1つの機器に被計測変量の同じ計器（項目番号①・②・④が同一）が複数設置される場合にそれぞれの計器が識別
可能なように、原則連番で付番する。

⑥ 計器識別番号 計測機能が同一な計器が複数台設置されている場合（項目番号 ①～⑤が同一）、それぞれを識別できるように付
番する。
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５．計装関係

ｂ．計器記号及びケーブルの凡例
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５．計装関係

第７表 計器記号表

第1記号 第2記号

被計測変量 変量修飾 計測機能 機能修飾

A 分析 － 警報 －
B 予備 － － －
C 電導度 － 調節 閉
D 密度 差 － －
E 電圧 － 検出器 －
F 流量 － － －

G 寸法 －
グラスサイトフ
ローまたはガラス

－

H 手動 － － 高
I 電流 － 指示 －
J 電力 － 表示灯 －
K 時間 － － －
L 液位 － － 低
M 湿度 境界 － －

N 振動 －
試料採取点または
測定点

－

O 濁度 － － 開
P 圧力 － 保護系作動 －
Q 濃度 － 積算 －
R 放射能濃度 － 記録 起動
S 速度 － 接点または指令 停止
T 温度 － 発信 －
U 多種の変量 － 多機能計器 －

V 粘度 －
バルブ・ダンパ等
の調節部

－

W 重量、力 － 注意報 －
X 不特定の変量 － その他の機能 －

Y トルク －
演算器、変換器、
リレー

－

Z 位置 － － －

ｃ．計器記号表



45

５．計装関係

番号 種別 説明

① 建屋記号 各建屋の記号を付番する。

② 機能区分 第８表参照

③ 識別記号 第８表参照

④ 機器連番 「②機能区分」及び「③識別記号」の組合せ毎に3桁の連番で付番する。

⑤ 系列記号 (1) 安全系の盤・ラックの系列記号はA（A系の場合)またはB（B系の場合)とする。
(2) 生産系の盤・ラックの系列記号は省略する。

⑥ 枝番 同一機能を有する盤・ラックが分散される場合やそれに付随するコーナー盤等に枝番を付けてもよい。

ｄ．盤・ラック番号
盤・ラックは、以下のルールに従い、付番している。
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５．計装関係

第８表 盤・ラックの機能区分及び識別記号

ｅ．盤・ラックの機能区分及び識別記号
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６．放射線管理設備関係

ａ．放射線モニタ番号
プロセスのインラインモニタを除く固定式放射線モニタ番号は、以下のルールに従い、付番している。
※プロセスのインラインモニタの番号は、「５．計装関係」の規定に従う。

番号 種別 説明

① 建屋記号 各建屋の記号を付番する。
ただし、放射線モニタが設置される建屋が明確な場合、便宜上建屋記号の付番を省略することができる。

② 放射線モニタ記号 第９表参照

③ モニタ機器連番 「①建屋記号」、「②放射線モニタ記号」の組合せ及び建屋の階層毎に、3桁の連番とする。

④ 付属機器番号 同じ機能を有する複数のモニタが同一機器に設置される場合は、同一機器のモニタ機器連番に1～9の付属機器
番号を付番する。
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６．放射線管理設備関係

ｂ．放射線管理計器番号
放射線管理設備に関する計器番号は、以下のルールに従い、付番している。
なお、設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②第１記号」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統番号 各設備の系統番号を付番する。

② 第１記号 第７表参照

③ 第２記号 第７表参照

④ モニタ機器識別記
号

第９表参照

⑤ モニタ機器連番 「（１）放射線モニタ番号」の「③モニタ機器連番」の規定に従い付番する。

⑥ 付属機器番号 同じ機能を有する複数の計器が同一機器に設置される場合は、同一機器のモニタ機器連番に1～9の付属機器番
号を追加する。

⑦ 系列記号 (1) 安全系の計器について、系列記号はA（A系の場合)またはB（B系の場合)とする。
(2) 生産系の盤・ラックについて、系列記号は使用しない。
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６．放射線管理設備関係

第９表 放射線モニタの記号及び識別記号

ｃ．放射線モニタの機能及び識別記号（１）
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６．放射線管理設備関係

第９表 放射線モニタの記号及び識別記号

ｃ．放射線モニタの機能及び識別記号（２）
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７．電気設備関係

ａ．電気機器の機器番号

番号 種別 説明

① 建屋記号 各建屋の記号を付番する。

② 識別記号 第１０表参照

③ 系統記号 第１０表参照
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７．電気設備関係

第１０表 識別記号及び系統記号

識別記号 系統記号

ｂ．識別記号及び系統記号
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８．分析設備関係

ａ．気送管番号（気送用給気管・気送用排気管含む）（１）
気送管番号（気送用給気管・気送用排気管含む）は、以下のルールに従い、付番している。
なお、設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②建屋・施設記号」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統番号 (1) AH建屋の分析ボックス（保障措置用分析設備の分析ボックスを含む）直前のダイバータから分析ボックス
に至る気送管には、分析ボックスの系統番号を付番する。

(2) 上記(1)に該当しない気送管の系統番号は、全て を付番する。
ただし、AH建屋に接続しない気送管を除く。

② 建屋・施設記号 (1) 各サンプリングベンチまたはローカルセンダボックスからAH建屋の最初のダイバータまでの気送管には、
建屋・施設に応じて以下の記号を付番する。

(2) 上記(1)に規定するAH建屋の最初のダイバータに接続する一部の気送管には、Hを付番する。
(3) 保障措置用分析設備の最初のダイバータ以降および保障措置用分析設備の各分析ボックス間の気送管には、

Sを付番する。

③ 流体記号 (1) 気送管にはPTを付番する。
(2) 気送用給気管、気送用排気管にはPVを付番する。
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８．分析設備関係

番号 種別 説明

④ 配管連番 (1) 気送管には、上から3桁には気送元の機器番号、下から3桁には気送先の機器番号に応じた配管連番を付番す
る。

(2) 気送用給気管・気送用排気管には、上記「①系統番号」、「②建屋・施設記号」、「③流体記号」の組合せ
毎に3桁の配管連番を付番する。

⑤ 配管口径 (1) 気送管の配管口径は、外径（ミリメートルは省略）を用いる。
(2) 気送用給気管・気送用排気管は「１．配管番号」の「⑤配管口径」の規定に従い付番する。

⑥ 配管クラスコード (1) 配管材質に応じて配管クラスに対応する数字1桁を付番する。

※1 配管クラスの詳細は特に問わず、配管クラスコードを付番する。

(2) 配管材質が同じで複数の配管クラスを付番する必要がある場合、配管クラスの付番毎に配管クラス
コード5以降を追加する。

ａ．気送管番号（気送用給気管・気送用排気管含む）（２）
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８．分析設備関係

ｂ．気送設備機器番号（気送設備弁・アクセサリ含む）
気送設備機器番号（気送設備弁・アクセサリ含む）は、以下のルールに従い、付番している。
なお、設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②建屋・施設記号」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統番号 (1) 「(1)気送管番号（気送用給気管・気送用排気管含む）」の「①系統番号」の規定に従い付番する。
(2) 上記(1)に該当しない機器は、設置されている施設の系統番号を付番する。
(3) 気送設備弁・アクセサリの系統番号は、取合う気送管、気送用給気管・気送用排気管と同じ系統番号を付

番する。

② 建屋・施設記号 (1) 「(1)気送管番号（気送用給気管・気送用排気管含む）」の「②建屋・施設記号」の規定に従い付番する。
(2) 気送設備弁・アクセサリの系統番号は、取合う気送管、気送用給気管・気送用排気管と同じ建屋・施設記

号を付番する。

③ 識別記号 (1) 原則「２．機器番号」の「②識別記号」の規定に従い付番する。
(2) 気送設備の識別記号は、右記表のとおりとする。
(3) 気送設備弁・アクセサリの識別記号は、弁には「W」、ストッパ

及びフレキシブルホースには「Y」を付番する。

④ 追番 (1) 「２．機器番号」の「④付属機器番号」の規定に従い付番する。
(2) AH建屋のダイバータについては、気送系統の種類により右記表

のとおり割り振る。
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８．分析設備関係

ｃ．気送設備計器番号
気送設備計器番号は、以下のルールに従い、付番している。
なお、設計図書の系統図においては、系統番号は明確であるため、原則「②建屋・施設記号」から付番している。

番号 種別 説明

① 系統記号 計器が取合う気送管または機器と同じ系統番号を付番する。
② 建屋・施設記号 計器が取合う気送管または機器と同じ建屋・施設記号を付番する。
③ 第１記号 以下のとおりとする。

④ 第２記号 第７表参照

⑤ 測定対象機器番号 (1) ジャグ通過検知器は、取合う気送管の配管連番をそのまま付番する。
(2) γモニタおよび重量計は、ローカルセンダボックス(KA建屋の場合は送受信装置番号)側に設置する場合は、

ローカルセンダボックスの番号、分析ライン側に設置する場合は送受信装置の番号をそのまま付番する。
⑥ ループ連番 (1) 同一の気送管にジャグ通過検知器が複数設置される場合は、ループ連番を付番し、識別する。

(2) ループ連番は、上流から下流に向かって昇順で1～99を付番する。
(3) 1 つのジャグ通過検知器が2 つ以上の機能を持つ場合は、機能を識別するため、計器番号に更に枝番号（1

～99）を付番する。



57

８．分析設備関係

第１１表 分析設備及び気送設備の記号

ｄ．分析設備及び気送設備の記号
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９．防・消火設備関係

ａ．警戒区域番号
警戒区域番号は、以下のルールに従い、付番している。

番号 種別 説明

① 建屋記号 各建屋の記号を付番する。

② 階層 (1) 最下階を1 とし、1階層増える毎に1ずつ昇順で増やす。
(2) 複数の階層にまたがるたて穴タイプの区画の場合、数字の代わりに以下に示す記号を付番する。

③ 一連番号 01～99の連番とする。
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９．防・消火設備関係

ｂ．屋内消火栓番号
屋内消火栓番号は、以下のルールに従い、付番している。

番号 種別 説明

① 建屋記号 各建屋の記号を付番する。

② 識別記号 識別記号は、一律Qと付番する。

③ 階層 最下階を1とし、1階層増える毎に1ずつ昇順で増やす。

④ 一連番号 01～99の連番とする。
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９．防・消火設備関係

第１２表 防・消火設備関係の記号表

※第１２表に規定されていない設備の記号は、受注者と当社の協議に基づき別途付番する。

ｃ．防・消火設備関係の記号表




